
第74回　大和郡山市都市計画審議会　議案書

令和5年6月1日

大和郡山市 都市建設部 まちづくり戦略課



小泉町地区　地区計画案について（大和郡山市決定）

第1号議案
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第１号議案　　小泉町地区 地区計画案について（大和郡山市決定）

本日

令和5年 1月20日

令和5年 3月31日

令和5年 6月 1日

経
過

条例施行（予定）

（建築物の高さの制限緩和について、都市計画審議会を開催予定）
令和5年11月頃

予
定

地元自治会長への説明

土地権利者への説明

権利者縦覧（期間12/28～1/10）、意見の提出なし

奈良県知事への事前協議（令和5年3月2日「異存なし」の回答）

案の公告・縦覧（期間3/31～4/13）、意見の提出なし

都市計画審議会

奈良県知事への本事前協議、都市計画決定告示（予定）

都市計画審議会（予定）

令和4年11月22日

令和4年11月24日

令和4年12月28日

令和5年 6月上旬

１．概要

２．当該地の現状と課題

４．これまでの経過と今後の都市計画手続き（予定）

当地区は、市街化調整区域であり、これまでは工場が立地しており、企業の

撤退とともにしばらくは工場の建物が残存していた。

現在では、建物は解体され更地にされているが、当該地区を一体の区画として

土地活用を図り、地区計画としてのルールを定めることで秩序ある土地利用を

誘導していくことが課題である。

３．都市計画マスタープランにおける当該地の整備方針

本地区は奈良県の東西軸としての骨格をなす幹線道路である国道25号線に隣

接し、西名阪自動車道の大和まほろばスマートインターチェンジから約２キロ

メートル付近に位置するなど、交通利便性の良い地区である。この利点を活か

し地域経済の基盤強化と雇用の場等を確保するため、周辺の自然環境との調和

に配慮しつつ、産業機能の立地誘導を図る。

② 整備方針の凡例

小泉町地区 地区計画案の区域

【産業・雇用創出エリア】

企業・工場の誘致により

産業の振興を図るエリア
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① 都市計画マスタープラン（抜粋）
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土地利用図（案）
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イメージパース
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